
三宅町公用スマートフォン調達業務仕様書

本仕様書は、三宅町が三宅町公用スマートフォン調達業務にて調達するうえで必要な事項

を定める。

1. 調達物品等仕様

● スマートフォン ： 3５台

○ 下記仕様を満たすこと。

■ Ｏ Ｓ ： Ａｎｄｒｏｉｄ ＯＳバージョン１６以上（入札時

で最新バージョンであること）

■ ストレージ ： ３２ＧＢ以上

■ メ モ リ ： ３ＧＢ以上

■ 画 面 ： タッチパネル対応

■ 通 信 方 式 ： ＬＴＥ/４Ｇ ＳＩＭカード装備

■ 無 線 ： ＩＥＥＥ８０２．１１ａ/b/g/n/ac以上

Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ ４．０以上

■ カ メ ラ ： インカメラ・アウトカメラ内蔵

■ サ ウ ン ド ： スピーカー内蔵

■ 耐 久 性 ： 日常生活レベルの耐水・防塵

■ 付 属 品 ： 充電ケーブル・電源アダプタ付属

■ 色 ： 白、黒またはシルバー

● Mobile Device Management

○ 調達する携帯電話回線および端末台数に応じて必要となる数の

MDMを提供すること。

○ MDMには以下の機能を備えること。

■ 携帯電話端末の紛失・盗難時の遠隔ロックおよびワイプ機

能（リモートワイプ）があること。

■ 遠隔によるアプリ制限、配信、削除機能があること。

■ 遠隔による端末の監視・管理（位置情報確認、機能制限な

ど）があること。

● モバイルセキュリティ機能

○ Zimperium社が提供するモバイル向け機能を搭載すること。本

機能については、以下のセキュリティ機能を有すること。

■ 端末上の不審な挙動を検知し、管理者へ通知できること。

■ ＭＤＭと連携し、端末の通信制御、利用制限等の対策が可

能であること。



■ Ａｎｄｒｏｉｄ端末においてエージェント型で動作し、リアルタイ

ムで端末保護を行えること。

2. 通信回線仕様

● 通信容量

○ 1 端末あたり月50GB 以上利用可能。超過時も低速通信が可能

であること。

● 通話料

○ 国内定額プラン（通話し放題）であること。

● 電波強度

○ 導入後、電波状況に問題がある場合は協議のうえ改善を実施する

こと。

3. 納入場所

奈良県磯城郡三宅町大字伴堂地内

4. スマートフォン等納入期限

令和８年3月31日 (納入日は落札業者と別途協議する)

5. 契約について

5.1. 通信サービス等の提供にかかる契約期間

令和８年３月１日から令和１３年２月２８日まで

（事務手数料、通話・通信料を含むものとする）

※契約中のスマートフォン端末はレンタル提供とする。

6. 保守

6.1. 盗難・故障時の端末交換や修理を無償で行うこと。

6.2. 代替機対応は５営業日以内に行うこと。

6.3. 365日 9時〜18時で保守サポートを提供すること。また、サポート窓口

については契約締結時に明示すること。

6.4. 納入に至るまでの間において発生した、どのような事故も受注者において

責任を負うものとする。

6.5. 製作の不備等により生じた不具合について、受注者がその責任において無

償で交換するものとする。

7. 特記事項

7.1. 共通事項



7.1.1. 製品は、上記「１．調達物品」に記載された製品とする。

7.1.2. 下記「7.3.」に掲げる費用は全て本体製品の価格に含むこと。

7.1.3. 上記「１．調達物品」に記載されている内容を満たすため、本体製品

以外にも製品や材料が必要になる場合は、その調達及び諸費用も

見込むこと。

7.1.4. 素材、色味の指定がある備品については、品質・性能を有する事を

証明する資料（カタログ、サンプル等）を契約締結後速やかに提出

し、担当者の審査を受けること。

7.2. 納入及びキッティング

7.2.1. 製品を納入する際は、納入2週間前までに納入にかかる作業等の

工程表等を担当者に提出し承認を得ること。

7.2.2. 納入時期については、各種調整が必要となるため、担当者と打ち

合わせを確実に行うこと。

7.2.3. 担当者が指定する室内の所定の場所まで納入すること。

7.2.4. 納入時に要請があった場合は、担当者に対し製品の取扱い説明を

行うこと。

7.2.5. 初回納入時に端末および化粧箱へ電話番号等をテプラ貼付するこ

と。

7.2.6. SIM カードは事前に本体へ挿入して納入すること。

7.2.7. 携帯電話端末の初期導入において、以下を事前にキッティングする

こと

● 携帯電話端末の初期設定

● 指定情報（管理番号等）を記載したラベル貼付

● 共有初期パスワードの設定

● MDM 初期設定および端末登録、機能制限プロファイル配

布

● 本町指定アプリケーションのインストール

● その他必要な設定は別途本町と協議のうえ実施

7.3. 費用

7.3.1. 本仕様書の内容を満たすため、本体製品の他に別の製品等が必要

な場合は、 その費用も見込むこと。



7.3.2. 納入に伴い発生した廃材等は、全て持ち帰ることとし、またそれら

にかかる費用も見込むこと。

7.3.3. その他、納入等にかかる費用の一切を見込むこと。。

7.4. その他

7.4.1. 納入品は、上記「１．調達物品等仕様」で指定した製品を納入するこ

と。

7.4.2. 指定した製品以外は認めない。但し、指定した製品が生産終了とな

った場合を除く。

7.4.3. 納入に係る運搬、諸費用等については納入業者において負担する

ものとする。

7.4.4. 具体的な納入日時については、別途協議とする。


